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規
　
則

◯
秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
五
四
・
高
校
教
育
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
四
四
九
・
大
曲
保
健
所
）
…
…
…
…
…
１

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
五
〇
・
大
曲
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
森
吉
山
県
立
自
然
公
園
の
指
定
の
一
部
改
正
（
四
五
一
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
保
安
予
定
森
林
の
指
定
通
知
（
四
五
二
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
（
四
五
三
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
管
財
課
）
二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
公
営
施
設
の
指
定
（
七
六
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
管

理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

公
安
委
員
会
告
示

◯
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施
（
六
〇
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
五
十
四
号

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年

秋
田
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
各
号
中
「
一
万
三
千
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
、
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」

に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与

条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生

省
令
第
二
十
六
号
）
第
二
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

田
沢
湖
町
町
立
田

沢
湖
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
水
尻
五

十
三
番
地
一

辞

退

年

月

日

平
成
十
五
年
五
月
三
十
一
日
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第
二
号
中
「
秋
田
県
産
業
労
働
部
観
光
課
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
」
に
、

「
備
え
つ
け
て
」
を
「
備
え
置
い
て
」
に
改
め
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
阿
仁
町
長
畑
字
羽
立
七
七
の
一
、
七
九
の
一
、
八
〇
の
一
、
荒
瀬
字
法
度
山
一
の
二
、

一
の
八
、
字
粕
内
五
二
の
二
七
、
五
二
の
二
八
、
五
二
の
四
五
、
五
二
の
四
六
、
五
二
の
四
七
、

九
九
の
一

二
　
指
定
の
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

（１）

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（３）

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
北
秋
田
地

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

森
吉
山
県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
告
示
第
四
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

名
　
　
　
称

町
立
田
沢
湖
病
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
浮
世
坂

十
七
番
地
一

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
六
月
一
日

位
　
　
　
置

北
秋
田
郡
森
吉
町

北
秋
田
郡
阿
仁
町

計

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

森
吉
字
森
吉
山
麓
高
原
、
前
岳
、
湯
の
岱
、
平
田
、
大
印
及
び
太
平
湖
並
び
に
東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部

森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
二
二
、
一
〇
二
三
、
一
〇
二
七
か
ら
一
〇
三
五
ま
で
、
一
〇
三
七
、
一
〇
四
〇
、
一
〇
四
五
及

び
一
〇
四
九
林
班
の
各
全
部

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
一
一
か
ら
一
〇
一
五
ま
で
、
一
〇
三
六
、
一

〇
三
八
、
一
〇
三
九
、
一
〇
四
一
、
一
〇
四
三
及
び
一
〇
五
〇
か
ら
一
〇
五
三
林
班
ま
で
の
各
一
部

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
二
か
ら
二
〇
一
五
ま
で
、
二

〇
一
八
か
ら
二
〇
二
〇
ま
で
及
び
二
〇
二
三
か
ら
二
〇
二
八
林
班
ま
で
の
各
全
部
並
び
に
二
〇
〇
三
か
ら
二
林
班
ま
で
の
各
全
部

並
び
に
二
〇
〇
三
か
ら
二
〇
〇
九
ま
で
、
二
〇
一
一
、
二
〇
一
六
及
び
二
〇
二
二
林
班
の
各
一
部

面
　
　
　
　
　
積

一
〇
、
二
二
九
・
三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

四
、
九
八
四
・
八
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

一
五
、
二
一
四
・
二
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
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域
振
興
局
農
林
部
並
び
に
北
秋
田
郡
阿
仁
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
事
業
の
認
定
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
起
業
者
の
名
称
　
六
郷
町

二
　
事
業
の
種
類
　
六
郷
自
転
車
競
技
場
新
設
事
業

三
　
起
業
地

（一）

収
用
の
部
分
　
秋
田
県
仙
北
郡
六
郷
町
六
郷
字
押
切
地
内

（二）

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

平
成
十
五
年
四
月
十
七
日
付
け
で
六
郷
町
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
六
郷
自
転
車
競
技
場
新
設
事
業

（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
業
認
定
の
理
由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（一）

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に

供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と

判
断
さ
れ
る
。

（二）

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

本
件
事
業
は
、
近
年
の
自
由
時
間
の
増
加
に
よ
る
健
康
志
向
の
高
ま
り
に
対
し
、
地
域
住
民

が
ひ
ろ
く
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

国
民
体
育
大
会
等
の
各
種
競
技
大
会
の
開
催
を
可
能
に
す
る
た
め
、
公
認
規
格
に
合
致
す
る
よ

う
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

起
業
者
は
、
第
三
次
六
郷
町
総
合
計
画
に
基
づ
い
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
策
を
推
進
し
て
お
り
、

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
施
設
が
第
六
十
二
回
国
民
体
育
大
会
の
自
転
車
競
技
会
場
と
し
て
決

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
権
能
を
有
す
る
主
体
で
あ
り
、
か
つ
、
六

郷
町
一
般
会
計
に
お
い
て
既
に
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る

充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（三）

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

既
存
の
六
郷
自
転
車
競
技
場
は
、
老
朽
化
に
よ
っ
て
地
域
住
民
の
利
用
に
耐
え
な
い
状
況

に
あ
る
ほ
か
、
「
自
転
車
競
技
場
お
よ
び
施
設
に
関
す
る
基
準
要
項
」
及
び
「
国
際
自
転
車

競
技
連
合
規
格
」
に
合
致
し
て
い
な
い
た
め
、
各
種
競
技
大
会
の
開
催
に
も
支
障
を
来
し
て

い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
地
域
住
民
の
利
用
が
推
進
さ
れ
、
健
康
の
維
持
増
進
、
自
由

時
間
の
有
効
活
用
及
び
地
域
の
連
帯
感
の
醸
成
が
期
待
さ
れ
る
ほ
か
、
各
種
競
技
大
会
の
開

催
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

（２）

一
方
、
本
件
事
業
は
、
工
事
期
間
中
の
騒
音
の
発
生
が
考
え
ら
れ
る
が
、
起
業
地
の
周
辺

に
民
家
は
密
集
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

ま
た
、
本
件
事
業
の
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
候
補
地
と
し
て
、
二
箇
所
存

在
す
る
が
、

ア
　
交
通
の
利
便
性
及
び
立
地
条
件
が
良
好
で
、
利
用
し
や
す
い
こ
と
。

イ
　
施
設
の
設
置
目
的
を
有
効
に
継
続
さ
せ
る
た
め
、
効
率
的
な
維
持
管
理
が
行
え
る
こ
と
。

ウ
　
支
障
物
件
の
多
寡
、
造
成
の
程
度
及
び
附
帯
工
事
の
有
無
か
ら
、
事
業
費
の
経
済
性
が

優
れ
て
い
る
こ
と
。

等
の
基
準
に
よ
り
候
補
地
の
優
劣
を
比
較
し
た
結
果
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
、
二
案
中
交

通
の
利
便
性
及
び
立
地
条
件
が
良
く
、
維
持
管
理
に
優
れ
、
経
済
性
に
お
い
て
も
優
れ
て
い

る
こ
と
等
か
ら
最
も
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（４）

（１）
で
述
べ
た
得
ら
れ
る
利
益
と
（２）
で
述
べ
た
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衝
量
し
た
結
果
、
本

件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
（３）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
の
起
業
地
は
他
の
候
補
地
と
比
較
し
て
最
も
適
切

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（四）

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て

（１）

自
由
時
間
の
増
大
や
価
値
観
の
多
様
化
か
ら
、
充
実
し
た
暮
ら
し
を
築
く
上
で
、
ス
ポ
ー

ツ
の
果
た
す
役
割
は
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
に
は
第
六
十
二
回

国
民
体
育
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
大
き
く
貢
献
す
る
べ
く
、

こ
れ
を
契
機
に
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
充
実
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
事
業
効
果
を
早
期
に
発
現
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

（２）

ま
た
、
本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
「
自
転
車
競
技
場
お
よ
び
施
設
に
関
す
る

基
準
要
項
」
及
び
「
国
際
自
転
車
競
技
連
合
規
格
」
に
基
づ
き
、
本
件
事
業
効
果
を
発
現
す

る
た
め
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
起
業
地
の
範
囲
は
一
時
的
な
利

用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
た
め
、
収
用
の
手
段
を

講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（３）

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
本
件
事
業
は
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要

３
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が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（五）

結
論

（一）
か
ら
（四）
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
充

足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
の
認

定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

六
郷
町
学
務
課

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
五
月
二
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

イ
ー
ス
ト
ベ
ガ
ス
推
進
協
議
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

長
谷
川
　
敦

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
市
川
尻
大
川
町
一
番
二
十
五
号

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
秋
田
県
内
に
居
住
す
る
市
民
や
、
行
政
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
に
対
し
て
、
「
イ

ー
ス
ト
ベ
ガ
ス
構
想
」
の
実
現
の
た
め
の
調
査
・
研
究
・
提
案
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
秋

田
県
を
活
性
化
す
る
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
市
民
が
安
心
し
て
、
ま
た
夢
を
持
っ
て
生

活
で
き
る
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
五
十
五
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
八
月
二
十
二
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
　
二
百
二
十
台
　
平
成
十
五
年
七
月
こ
ろ

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
（
金
）
か
ら
同
年
七
月
二
十
二
日

（
火
）
ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
（
月
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

４

公
　
　
　
　
　
　
告



平成15年 6月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1478号

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

Ｍ
Ｐ
Ｌ
Ｓ
エ
ッ
ジ
ル
ー
タ
　
一
式

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
五
年
八
月
八
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

Ｍ
Ｐ
Ｌ
Ｓ
エ
ッ
ジ
ル
ー
タ
　
三
式
　
平
成
十
五
年
七
月
こ
ろ

（六）

一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
の
最
初
の
契
約
に
係
る
入
札
の
公
告
の
日
付

平
成
十
五
年
五
月
三
十
日

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
五
年
七
月
四
日
（
金
）
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
五
年
六
月
十
三
日
（
金
）
か
ら
同
年
七
月
七
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
五
年
七
月
十
四
日
（
月
）
午
前
十
一
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

５

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

5
5
P
ersonal

C
om
puters

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:0
0
A
.M
.
2
8
July，

2
0
0
3

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8
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落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

秋
選
管
告
示
第
七
十
六
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個

人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
能
代
市
選
挙
管
理
委
員
会

か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
加
　
藤
　
　
　
堯

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
管
理
職

員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
三
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
管

理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
一
一
―
一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
健
康
増
進
セ
　
所
長

別
表
第
一
田
沢
湖
町
出
先
機
関
の
項
中
「
出
　
張
　
所
　
所
長
」
を
　
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
に

出
　
張
　
所
　
所
長
」

「
介
護
老
人
保
　
事
務
長

「
介
護
老
人
保
　
事
務
長

健
施
設
　
　
　

改
め
、
同
表
大
森
町
出
先
機
関
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　

健
施
設
　
　
　
　
　
　
」

西
部
環
境
保
　
所
長

全
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
」

「
在
宅

に
改
め
、
同
表
稲
川
町
本
庁
の
項
中
「

、
主
幹
」
を
削
り
、
同
表
稲
川
町
出
先
機
関
の
項
中

援
セ

介
護
支
　
所
長

を
「
公
　
民
　
館
　
館
長
」
に
改
め
る
。

ン
タ
ー
　
　
　
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

６

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

M
PL
S
E
dge

R
outer

１
　

set

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:3
0
A
.M
.
1
4
July，

2
0
0
3

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

人

事

委

員

会

規

則

施
設
の
名
称

サ
ン
・
ウ
ッ
ド
能

代

施
設
の
所
在
地

能
代
市
萩
の
台
一
番
二
十
八
号

指

定

年

月

日

平
成
十
五
年
六
月
二
日

公

安

委

員

会

告

示

秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
6
0
号
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７

習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

講
習
に
つ
い
て
不
明
の
点
は
、
秋
田
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
保
安
課
危
険
物
対
策
係

（
電
話
0
1
8
―
8
6
3
―
1
1
1
1
内
線
3
1
6
8
）
又
は
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
（
生
活
保
安
）

係
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
3
3
年
法
律
第
６
号
）
第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
実
施
す
る
の
で
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施

行
令
（
昭
和
3
3
年
政
令
第
3
3
号
）
第
５
条
の
７
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
1
5
年
６
月
1
3
日

秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道

１
　
実
施
年
月
日

平
成
1
5
年
７
月
3
0
日
（
水
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
3
0
分
ま
で

２
　
実
施
場
所

秋
田
市
山
王
五
丁
目
９
番
６
号
　
警
察
共
済
組
合
秋
田
県
宿
泊
所
　
ふ
き
み
会
館

３
　
講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
数

猟
銃
及
び
空
気
銃
の
所
持
に
関
す
る
法
令
並
び
に
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
使
用
、
保
管
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て
５
時
間
実
施
す
る
。

４
　
受
講
定
員

4
0
人

５
　
受
講
申
込
み
に
必
要
な
書
類

受
講
申
込
書
　
２
通

写
真
　
２
枚

写
真
は
、
受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景
の
顔
写
真
で

大
き
さ
が
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
も
の
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

６
　
受
講
申
込
み
等

申
込
み
用
紙
の
交
付

各
受
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

受
付
期
間

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
（
国
民
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
3
年
法
律
第
1
7
8
号
）

第
３
条
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。）
を
除
き
、
平
成
1
5
年
６
月
1
3
日
（
金
）
か
ら
７
月
2
5
日

（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
3
0
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
。
た
だ
し
、
定
員
4
0
人
で
締
め
切
る
。

受
付
場
所

住
所
地
を
管
轄
す
る
県
内
の
各
警
察
署

７
　
講
習
手
数
料

6
,8
0
0
円

受
講
申
込
書
を
提
出
す
る
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

８
　
そ
の
他

講
習
終
了
後
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
講

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
２
）
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